
議案第１号 

   職員の任用に関する規則の一部改正について 

 

  令和５年３月９日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   職員採用Ⅰ種試験の職種区分の名称の一部を改め、並びに職員採用Ⅱ種及

びⅢ種試験の職種区分の一部を削除しようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

 (１) 職員採用Ⅰ種試験の職種区分のうち、「総合化学」を「環境化学・食品

衛生」に改正すること。（別表第２関係） 

 (２) 職員採用Ⅱ種試験の職種区分のうち「栄養」を、職員採用Ⅲ種試験の職

種区分のうち「農業」をそれぞれ削除すること。（別表第２関係） 

 (３) 職員採用Ⅱ種試験の職種区分のうち「栄養」を削除することに伴い、所

要の整備をすること。（別表第１、別表第３関係） 

 

第３ 施行期日等（附則関係） 

 (１) 令和５年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

 (２) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和45年岩手県人事委員会

規則第12号）の一部を改正すること。（附則第２項関係） 
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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の任用に関する規則（昭和32年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

 試験の種類 試験の対象となる職   試験の種類 試験の対象となる職  

  ［略］    ［略］  

職員採用Ⅱ

種試験 

(１)～(３) ［略］ 

(４) 医療職給料表(２)の職務の級１級の

職のうち栄養士又は医療社会事業士の職 

職員採用Ⅱ

種試験 

(１)～(３) ［略］ 

(４) 医療職給料表(２)の職務の級１級の

職のうち医療社会事業士の職 

 ［略］  ［略］ 

別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 

 試験の

種類 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

  試験の

種類 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

 

 職員採

用Ⅰ種

試験 

 ［略］   職員採

用Ⅰ種

試験 

 ［略］  

 ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

総合化学  ［略］ 環境化学・

食品衛生 

 ［略］ 

 職員採

用Ⅱ種

試験 

 ［略］  ［略］   職員採

用Ⅱ種

試験 

 ［略］  ［略］  

警察事務  ［略］ 警察事務  ［略］ 

栄養 主として栄養指導に関す

る標準職務遂行能力等を

必要とする業務に従事す

ることを職務とする職 

教養試験 

専門試験 

論文試験 

人物試験 

 職員採

用Ⅲ種

試験 

 ［略］   職員採

用Ⅲ種

試験 

 ［略］  

農業 主として農業に関する標

準職務遂行能力等を必要

とする業務に従事するこ

とを職務とする職 

 ［略］  

 

 

 

林業 

 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

林業  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

別表第３（第13条関係） 別表第３（第13条関係） 

 試験の種類 受験資格   試験の種類 受験資格  

  ［略］    ［略］  
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 職員採用Ⅱ

種試験 

 試験を実施する日の属する年度の４月１

日における年齢が19歳以上35歳未満の者（

特別募集であるときは、20歳以上36歳未満

の者）であること。 

 なお、更に栄養の職種区分については、

栄養士法（昭和22年法律第245号）の規定に

よる栄養士の免許を取得した者又は採用ま

での間に取得する見込みの者であること。 

  職員採用Ⅱ

種試験 

 試験を実施する日の属する年度の４月１

日における年齢が19歳以上35歳未満の者（

特別募集であるときは、20歳以上36歳未満

の者）であること。 

 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和45年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２ 級別資格基準表（第４条関係） 別表第２ 級別資格基準表（第４条関係） 

 ア～カ ［略］  ア～カ ［略］ 

 キ 医療職給料表(２)級別資格基準表  キ 医療職給料表(２)級別資格基準表 

 
職種 試験 

学歴免

許等 

職務の級   
職種 試験 

学歴免

許等 

職務の級  

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級   １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級  

  ［略］    ［略］  

 栄養

士 

  ［略］   栄養

士 

  ［略］  

 採用

試験 

   

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

 ク ［略］  ク ［略］ 

別表第６ 初任給基準表（第11条関係） 別表第６ 初任給基準表（第11条関係） 

 ア～カ ［略］  ア～カ ［略］ 

 キ 医療職給料表(２)初任給基準表  キ 医療職給料表(２)初任給基準表 

 職 種 試 験 学歴免許等 初任給   職 種 試 験 学歴免許等 初任給  

  ［略］    ［略］  

 栄養士  大学卒  ［略］   栄養士  大学卒  ［略］  

 採用試験    短大卒  

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

 ク ［略］  ク ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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